
１．議会日程
 定例会は２９日間開催されました。上程された議案は令和３年度予算１４件、令和２年度補正予算６件

　条例１２件、その他８件の合計４０件の議案を審議しました。
２．令和３年度予算概要

一般会計 ６６３億２０００万円 　対前年度比　　3.1%増
特別会計 （１０会計） １８９億６９３０万円  対前年度比　　0.9%減
企業会計 （　３会計） ３１５億９３０３万円  対前年度比　　0.1%減

合計 １１６８億８２３３万円 　対前年度比　　1.5%増
◎主な事業（★新規事業)

★急傾斜地崩壊対策事業 (急傾斜地崩壊の予防措置を図る) １７００万円

★交通安全指導隊処遇改善事業 (処遇改善を図り交通安全対策推進) ５１１万円

◎合葬式市営墓地整備事業 (今後の墓地需要の対応を図る) ３１００万円

◎市民病院救急医療体制の確保 (新型コロナウイルス感染症対応) １億７８０４万円

◎保育所建設事業 （赤坂・長沢保育園統合事業） ７億３８７６万円

★子育て応援金支給事業 (1歳を迎える子へ3万円を支給） ５１３６万円

◎給食費減免事業 (保育所等の給食費一部を減免） １億５８６５万円

★重層的支援体制移行事業 (複合化支援ニーズに対応した体制) ３４０７万円

◎豊川公園整備事業 (園内施設を充実し賑わいの創出) ２億８６８２万円

◎赤塚山公園整備事業 (開園30周年に向けた再整備) ２億７４７６万円

◎八幡地区まちづくり整備事業 (大規模商業施設に伴う道路等整備) ８億　２２７万円

★市営住宅移転事業 (老朽化した住宅を順次用途廃止) ２０６３万円

◎学校運営支援事業 (発達障害児等に学級支援員を配置) ７２３１万円

◎ICT教育支援事業 (児童生徒教員へ活用力向上を図る) ４６９６万円

◎国府小学校校舎改修事業 (老朽化のため大規模改修工事実施) ９億７０７０万円

★「心々庵」リニューアル事業 (茶道に親しみ伝統文化振興を図る) ７１４０万円

（裏面に続く）
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　　令和３年度予算のポイント！

　　豊川市は新年度総額１１６８億８２３３万円の当初予算となりました。前年度比１．５％増となり過去最大
　　規模です。歳入の根幹である市税収入はコロナ禍での企業収益悪化や個人所得の減少を見込む。
　　市税減収伴い地方税交付金増、財政調整基金（貯金）や財源不足を補うため市債(借金)を活用します。
　　事業については、コロナ禍でも市長のマニュフェスト事業を積極的に推進する予算編成となっており
　　イオンモール出店に伴う八幡駅周辺道路整備事業、赤坂・長沢保育園統合事業、公園整備事業等
　　を進めます。コロナや積極的事業により厳しい財政運営となりますが議会としてもウォッチしていきます。

３．令和２年度主な補正予算　　　　　　　　補正額                       総額
　一般会計（第１１号） ３億４６３９万円 ８９１億６７２２万円
　一般会計（第１２号） １７億４１２２万円 ９０９億　８４４万円
　国民健康保険（第２号） ４５５１万円 １５２億７０１１万円
　後期高齢者医療（第２号） ４６万円 ２８億８０５８万円
　病院事業収益的収入（第３号） ６億７２２４万円 １６５億２６７２万円
　病院事業収益的支出（第３号） ３９６３万円 １６６億６５２８万円
　病院事業資本的支出（第３号） ８９５４万円 ２３億４４８６万円
　病院事業資本的支出（第３号） ０万円 ３０億４０３９万円
　　　◎主な追加補正された事業
         ・学校環境対策事業費（４小中学校管理諸室の空調設備改修工事費） ８２８０万円
         ・国・県からの補助金及び市会計繰出金(市民病院の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応) ６億７２２４万円
         ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 ８億５５１３万円

（接種体制確保事業(約1.8億円)は1月臨時議会での補正で計上済）
         ・校舎外壁等改修事業(2校) １億９０９９万円

　豊川市民病院は市内の医療機関の中核として感染者を受け入れ、地域医療を支えて

　います。そこで最前線で対応にあたってきた市民病院の全職員約１０００人を対象に

　一律５万円の慰労金を支給する方針を示しました。市議会の審議を経て４月以降の

　に支給する見通しです。この件は、昨年4月「とよかわ未来」からコロナ対策緊急要望をしてきました。

　市民や事業所からの申請、届出などの行政手続きでの押印を4月1日から廃止することになりました。押印を

　必要としている行政手続きは2187種類あり、補助金交付申請書や請求書を始めとする1817種類の押印を

　廃止するものです。廃止率は83.1％となります。具体的には保育施設入所申込書、児童クラブ入所申込書

　などです。国の法令などで押印が求められているもの（戸籍の各種届出等）、契約に関するもの

　実印と印鑑証明書の提出を必要とするものなどは残ります。今後はその法令等改正を

　踏まえ順次対応することとなります。
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